
【事例 ： 必要経費金額の誤り】 

定期年金保険、終身年金保険等における課税対象金額は、年金支払金額から必要経費を差

し引いて算定します。また、必要経費については、年金支払金額に必要経費割合を乗じて算

出しますが、必要経費割合の算出において端数処理を誤ったため、必要経費を年金支払金額

に対し１％低く算出していました。 

［計算式］ 
課税対象金額 ＝ 年金支払金額   － 必要経費 

必要経費     ＝ 年金支払金額   × 必要経費割合 

必要経費割合 ＝ 払込保険料総額 ÷ 年金の支払総額の見込額 

［必要経費割合正誤表］ 

正誤 端数処理 計算例 必要経費割合例 

正 少数点第３位以下を切り上げ 0.7801 ⇒ 0.79 79% 

誤 少数点第３位を切り上げ 0.7801 ⇒ 0.78 78% 
 

この結果、課税対象金額である差引金額は、年金支払金額に対し１％多く通知されました。

また、差引金額が２５万円以上になると源泉徴収税を徴収されますが、上記の端数処理の誤

りにより過徴収となったご契約があります。（下図参照）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（参考 ： ｢支払年金額等のお知らせ｣サンプル） 

 

別 紙 ２

差引金額必要経費(非課税)

  年金の支払金額

差引金額が２５万円以上の場合、 
差引金額の10%を源泉徴収 

差引金額必要経費(非課税)正 

誤 

必要経費を年金支払金額に対し1%低く算出
したため、差引金額である課税対象金額は、年
金支払金額に対し1%多く通知 

図：必要経費誤りイメージ
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